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国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の概要 

 

１ 概要 

 国民スポーツ大会は、昭和２１年に京都府を中心とした京阪神地区で第１回大会が開催され、以

降、各都道府県の持ち回り開催となり、広く国民の間にスポーツを普及し、スポーツ精神を高揚し

て国民の健康増進と体力の向上を図り、併せて地方スポーツの振興と地方文化の発展に寄与すると

ともに、国民生活を明るく豊かにすることを目的に毎年開催されるスポーツの祭典です。 

 全国障害者スポーツ大会は、昭和４０年から身体障害のある人を対象に行われてきた「全国身体

障害者スポーツ大会」と、平成４年から知的障害のある人を対象に行われてきた「全国知的障害者

スポーツ大会」を統合した大会として、平成１３年から国体終了後に同じ開催地で開催されている

大会で、障害のある人が競技等を通じてスポーツの楽しさを体験するとともに、国民の障害に対す

る理解を深め、障害のある人の社会参加の推進に寄与することを目的として毎年開催される障害者

スポーツの全国的な祭典です。 

 

２ 大会名称、愛称、スローガン 

 国民体育大会は、令和６年に開催される第７８回大会以降、国民スポーツ大会に名称変更され、

略称は国スポ（こくすぽ）となります。 

 令和７年に滋賀県で開催される第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会に

ついては、愛称を「わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ」、スローガンを「湖国の感動 未来へつ

なぐ」とされています。 

 

３ 主催 

 国民スポーツ大会の主催者は、公益財団法人日本スポーツ協会、文部科学省、開催地都道府県と

なります。また、各競技会については、日本スポーツ協会加盟競技団体、会場地市町を含めたもの

となります。 

 全国障害者スポーツ大会の主催者は、公益財団法人日本障がい者スポーツ協会、文部科学省、開

催地都道府県および市町に、その他の関係団体を加えたものとなります。 

 

４ 大会の開催時期等 

【国民スポーツ大会】 

 ・開催時期：９月中旬～１０月中旬 

 ・開催期間：１１日間以内 

 

【全国障害者スポーツ大会】 

 ・開催時期：原則として国民スポーツ大会の直後 

 ・開催期間：３日間 
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５ 実施競技 

【国民スポーツ大会】 

 滋賀県で開催される第７９回大会における実施競技は次のとおりです。 

（１）正式競技（３７競技） 

 ①毎年実施競技（３６競技） 

 陸上競技、水泳、サッカー、テニス、ローイング(ボート)、ホッケー、バレーボール、体操、 

バスケットボール、レスリング、セーリング、ウエイトリフティング、ハンドボール、自転車、 

ソフトテニス、卓球、軟式野球、相撲、馬術、フェンシング、柔道、ソフトボール、 

バドミントン、弓道、ライフル射撃、剣道、ラグビーフットボール、スポーツクライミング、 

カヌー、アーチェリー、空手道、銃剣道、なぎなた、ボウリング、ゴルフ、トライアスロン 

 

 ②隔年実施競技（２競技のうち１競技を実施） 

 ボクシング、クレー射撃（第７９回大会ではボクシングを実施） 

 

（２）特別競技（１競技） 

 高等学校野球（硬式および軟式） 

 

（３）公開競技（７競技） 

 綱引、ゲートボール、武術太極拳、パワーリフティング、グラウンド・ゴルフ、バウンドテニス、 

エアロビック 

 

（４）デモンストレーションスポーツ 

 県民を対象とし、滋賀県にて種目を決定されました。 

 スポーツ拳法、スリースマイルゴルフ、小倉百人一首競技かるた、ラジオ体操第３（初代・二代

目）、ひこねスーパーカロム、ユニカール、ウォーキング、ノルディック・ウォーク、インディア

カ、スポーツウエルネス吹矢、還暦軟式野球、スローイングビンゴ、スポーツチャンバラ、ビリヤ

ード、ソフトバレーボール、カローリング、スポーツ鬼ごっこ、マリンスポーツフェスティバル、

キンボールスポーツ・レクリエーション、里湖で地域を結ぶウォーキング、ネットでポンポイ、フ

ットサル、ユニホック、モルック 

 

【全国障害者スポーツ大会】 

 滋賀県で開催される第２４回大会における実施競技は次のとおりです。 

（１）正式競技（１４競技） 

 陸上競技、水泳、アーチェリー、卓球、フライングディスク、ボウリング、ボッチャ、 

バスケットボール、車いすバスケットボール、ソフトボール、グランドソフトボール、 

フットベースボール、バレーボール、サッカー 

 

（２）オープン競技 

 滋賀県、公益財団法人日本障がい者スポーツ協会、文部科学省による協議の上、決定されました。 

 スポーツウエルネス吹矢、知的障害者バドミントン、ゴールボール 
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【令和３年２月５日 準備委員会第１回総会審議】 

第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会 

大津市開催基本方針 

 
１ 基本方針 

本市は、琵琶湖や比叡、比良の山々に代表される四季折々に美しさを見せる豊かな自然、世界遺

産、日本遺産を始めとする数多くの歴史と文化に彩られた恵み豊かなまちです。 

第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会では、「大津の魅力」を全国に発信す

る絶好の機会とし、市民、関係団体、行政などが協働で大会運営を行い、全国から本市を訪れる人々を

あたたかい気持ちでお迎えし、年齢、性別、障害のあるなしを問わず、市民総参加により、夢や感動、

連帯感を共有できる大会とすることを目指します。 

また、大会の開催を契機として、本市スポーツ推進計画の目指す、市民のスポーツへの関心を高める

とともに、スポーツに親しみ、笑顔で楽しめる環境を、市民が力を合わせて共に創っていくことが出来

る社会の実現に繋げてまいります。 

  

２ 実施目標 
（１）スポーツで大津を元気にする大会  

スポーツを「する」「みる」「支える」ことにより、市民が自らスポーツを行う環境を創る土台と

なり、スポーツを通じて地域に一体感や活力を醸成するきっかけとする。また、市民がライフスタイ

ルに応じたスポーツを楽しむことができるよう生涯スポーツの普及・振興に繋がる大会を目指します。 

 

（２）市民協働で創る大会  

市民の参加意識の高揚を図るため、大会を身近に感じてもらえるよう情報発信や啓発活動を積極的

に行い、創意工夫をこらした機運づくりを図ります。市民総参加のもと、県・市・関係団体等と緊密に

連携し、大会の成功を目指します。 

 

（３）大津の魅力を発信する大会 

歴史･文化・自然など様々な大津の魅力を全国に発信するとともに、本市を訪れる人々をあたたかい

気持ちでお迎えします。また、スポーツと観光を融合させたスポーツツーリズムを促進する大会を目指

します。 

 

（４）大津の未来に負担を残さない大会 

既存施設の有効活用や、大会運営の簡素化・効率化を徹底するとともに、施設整備が必要な場合は、

環境に最大限配慮し、大会終了後の持続的な活用が可能で、誰もが使いやすい施設としての整備を目

指します。 

 

（５）すべての人がともに支えあう大津を目指す大会 

障害のある人が主体的に大会に参画することや、障害の程度にかかわらず日常的にスポーツに親し

む環境を整えることで自己実現の機会を拡げるとともに、障害のある人もない人もみんなでスポーツ

を楽しむことを通じて、人と人との絆を育み、障害への理解を十分深め、ともに支え合う社会を築く

ことができる大会を目指します。 
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【令和３年２月５日 準備委員会第１回設立総会審議】 

【令和４年８月１９日 準備委員会第３回総会審議】 
 

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ大津市実行委員会会則 

 

第１章  総則 

（名称） 

第１条 本会は、わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ大津市実行委員会（以下「実行委

員会」という。）と称する。 

（目的） 

第２条 実行委員会は、第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会

において、大津市で開催される競技会（以下「競技会」という。）の円滑な運営に関

し、必要な事務及び事業を行うことを目的とする。 

（所掌事項） 

第３条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を行う。 

（１） 競技会の開催に必要な方針及び計画の決定に関すること。 

（２） 競技会の開催に係る準備に関すること。 

（３） 競技会の開催に必要な施設及び設備の整備に関すること。 

（４） 競技会の開催及び準備のための経費に関すること。 

（５） 関係競技団体、関係団体及び関係機関との連絡調整に関すること。 

（６） その他、実行委員会の目的達成に必要な事項に関すること。 

 

第２章 組織 

（組織） 

第４条 実行委員会は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。 

（１）大津市を代表する者 

（２）大津市議会を代表する者 

（３）関係競技団体、関係団体及び関係機関を代表する者 

（４）その他会長が特に必要と認める者 

（役員） 

第５条 実行委員会に次の各号に掲げる役員を置く。 

（１）会長    １名 

（２）副会長  １５名以内 

（３）常任委員 ５０名以内 

（４）監事    ２名 

 

（役員の選任） 

第６条 会長は、大津市長をもって充てる。 
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２ 副会長、常任委員及び監事は、総会の承認を得て、委員のうちから会長が委嘱する。 

（役員の職務） 

第７条 会長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、又は欠けたときはあらかじめ会

長が指名した副会長が、その職務を代理する。 

３ 常任委員は、常任委員会を構成し、第１２条第６項に掲げる事項を審議する。 

４ 監事は、実行委員会の財務を監査する。 

（任期等） 

第８条 委員及び役員（以下「委員等」という。）の任期は、委嘱されたときから実行

委員会の目的が達成され、解散したときまでとする。ただし、委員等が就任時におけ

るそれぞれの所属団体又は機関の役職を離れた場合は、その委員等は辞職したものと

みなし、その後任者が前任者の残任期間を務めるものとする。 

２ 会長は、委員等に特別な事情が生じたときは、その職を解き、必要に応じて補充す

ることができる。 

３ 会長は、前２項の規定により委員等に変更があったときは、次の総会において報告

する。 

４ 委員等は、無報酬とする。 

（顧問及び参与） 

第９条 実行委員会に、顧問及び参与を置くことができる。 

２ 顧問及び参与は、会長が委嘱する。 

３ 顧問は、会長が重要と認める事項について、会長の諮問に応じ、助言を行う。 

４ 参与は、会長が必要と認める事項について、会長の諮問に応じ、助言を行う。 

５ 前条の規定は、顧問及び参与の任期等について準用する。 

 

第３章 会議 

（会議の種類） 

第１０条 実行委員会に、次に掲げる会議を置く。 

（１）総会 

（２）常任委員会 

（３）専門委員会 

（総会） 

第１１条 総会は、会長及び委員等をもって構成する。 

２ 総会は必要に応じて会長が招集する。 

３ 総会の議長は、会長又は会長が指名する者がこれにあたる。 

４ 総会は、次に掲げる事項について審議し、議決する。 

（１）競技会の開催に係る基本方針に関すること。 

（２）会則の制定及び改廃に関すること。 
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（３）事業計画及び事業報告に関すること。 

（４）予算及び決算に関すること。 

（５）常任委員会に委任する事項に関すること。 

（６）その他重要な事項に関すること。 

５ 総会は、委員の過半数の出席がなければ開催し、議決することができない。ただし、

総会に出席できない委員等は、あらかじめ通知された事項について、代理人に権限を

委任し、又は書面で議決に加わることができる。この場合において、当該委員は、出

席したものとみなす。 

６ 総会の議事は、出席委員（代理人に権限を委任し、又は書面で議決に加わった者を

含む。）の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

７ 会長は必要に応じて顧問又は参与に総会への出席を求めることができる。 

８ 会長は、必要があると認めるときは、委員に事前に送付した議案に対し書面をもっ 

 て表決を求め、その結果を総会の議決に代えることができる。 

（常任委員会） 

第１２条 常任委員会は、委員長、副委員長及び常任委員をもって構成する。 

２ 委員長は、会長をもって充て、副委員長は、副会長をもって充てる。 

３ 常任委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 

４ 常任委員会の議長は、委員長又は委員長が指名した者がこれにあたる。 

５ 委員長に事故があるとき、又は欠けたときはあらかじめ委員長が指名した副委員長 

 が、その職務を代理する。 

６ 常任委員会は、次に掲げる事項について審議し、決定する。 

（１）総会から委任された事項に関すること。 

（２）専門委員会の設置並びに専門委員会への付託及び委任に関すること。 

（３）総会を招集するいとまのない緊急な事項に関すること。 

（４）その他、委員長が必要と認める事項に関すること。 

７ 前条第５項、第６項及び第８項の規定は、常任委員会において準用する。 

８ 常任委員会は、第６項の規定により審議し、決定した事項及び次条第２項の規定に

より専門委員から報告があった事項を次の総会に報告するものとする。 

（専門委員会） 

第１３条 専門委員会は、会長が委嘱した専門委員をもって構成する。 

２ 専門委員会は、常任委員会から委任又は付託された事項について調査、審議し、そ

の結果を常任委員会に報告するものとする。 

３ 前２項の規定に定めるもののほか、専門委員会に関して必要な事項は、常任委員会

に諮った上で、会長が別に定める。 

４ 第８条の規定は、専門委員の任期等について準用する。 

第４章 会長の専決処分 

（会長の専決処分） 
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第１４条 会長は、総会及び常任委員会（以下「総会等」という。）を招集するいとま

がないとき、又は総会等の権限に属する事項で簡易なものについては、これを専決処

分することができる。 

２ 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の総会等において報告し、

その承認を得なければならない。 

 

第５章 事務局 

（事務局） 

第１５条 実行委員会の事務を処理するため、事務局を置く。 

２ 事務局に関し、必要な事項は、会長が別に定める。 

 

第６章 会計 

（経費） 

第１６条 実行委員会の経費は、負担金及びその他の収入をもって充てる。 

（予算及び決算） 

第１７条 実行委員会の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は、監事の監査

を経て、総会の承認を得なければならない。 

（会計年度） 

第１８条 実行委員会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日までとす

る。 

２ 実行委員会の会計に関して必要な事項は、会長が別に定める。 

 

第７章 解散 

（解散） 

第１９条 実行委員会は、第２条に規定する目的が達成されたときは、総会の議決を経

て解散するものとする。 

２ 実行委員会が解散するときに有する残余財産は、大津市に帰属するものとする。 

 

第８章 補則 

（委任） 

第２０条 この会則に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し、必要な事項は会長

が別に定める。 

 

附則 

この会則は、令和３年２月５日から施行する。 
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附則 

１ この会則は、令和４年８月１９日から施行する。 

２ この会則の施行の際、現に第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポー

ツ大会大津市準備委員会の役員、委員、顧問、参与又は専門委員である者は、それぞ

れ、わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ大津市実行委員会の役員、委員、顧問、参与

又は専門委員に委嘱されたものとする。 

３ この会則の施行の際、現に制定されている第７９回国民スポーツ大会・第２４回全

国障害者スポーツ大会大津市準備委員会の方針、計画及び関係諸規程（様式は除く。）

のうち、「第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会」とあるも

のは、「わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ」と読み替え、また、「第７９回国民スポ

ーツ大会」とあるものは、「わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ」に、「第２４回全国障害者ス

ポーツ大会」とあるものは「わたＳＨＩＧＡ輝く障スポ」と、それぞれ読み替え、さ

らに、「準備委員会」とあるものは「実行委員会」と読み替えるものとする。 
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【令和３年２月５日 準備委員会第１回総会審議】 

第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会 

大津市準備委員会総会から常任委員会への委任事項 

 
 

第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会大津市準備委員会会則第１１条 

第４項第５号の規定に基づく常任委員会への委任事項は、次のとおりとする。 

 

 

 

 １ 開催準備の総合企画及び運営に関すること 

 

 

 ２ 財務、広報、市民協働及び歓迎・おもてなしに関すること 

 

 

 ３ 競技、式典及び施設に関すること 

 

 

 ４ 宿泊及び医事・衛生に関すること 

 

 

 ５ 輸送・交通、警備・消防に関すること 

 

 

 ６ その他会務に必要な事項に関すること 
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【令和４年２月１６日 第２回常任委員会審議決定】 

 

第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会 

大津市市民運動基本計画 

 

１ 目的 

  第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会「わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障ス

ポ」（以下「両大会」という。）の成功に向け、「第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者ス

ポーツ大会大津市開催推進総合計画」に基づき、市民一人ひとりが両大会開催の意義を理解し、市民

総参加のもと、一丸となって両大会を盛り上げていくことにより、大会終了後も市民協働のまちづく

りの推進につなげる。 

 

２ 内容 

 （１）市民一人ひとりの力で盛り上げる大会 

    市民一人ひとりがそれぞれの立場で大会に積極的に参加し、夢や感動、連帯感を共有できる大

会とする。 

    ア 大会運営のサポートやボランティア活動への参加 

    イ 競技会場での観戦や応援 

    ウ イベントへの参加 

  

（２）心のこもったおもてなしで来訪者を迎える大会 

大会参加者や一般観覧者を心のこもったおもてなしで迎え、ふれあいと温もりに満ちた大会と

する。 

   ア 明るく元気なあいさつと親切な応対 

イ 花いっぱい運動の実施 

    ウ 手づくりのぼり旗等の作製 

    エ おもてなし料理等の振る舞い 

  

 （３）生涯スポーツの推進に結びつく大会 

市民が大会を契機に幅広く生涯にわたって「いつでも」「どこでも」「だれでも」「いつまでも」

スポーツ・レクリエーションに親しむことができる機会づくりに結びつく大会とする。 

    ア デモンストレーションスポーツへの参加 

    イ 各種スポーツイベントやレクリエーション等への参加 

 

 （４）大津の魅力を全国に発信する大会 

市民が本市の歴史・文化・自然など様々な魅力を再認識し、本市を訪れる人に様々な機会を通

じて発信する。 

 ア 本市の魅力の情報発信 

 イ 本市の特産品や郷土料理の紹介、提供 

 

11



（５）人と地球にやさしいクリーンで快適な大会 

    環境美化活動等を通じて、クリーンで快適な大会とする。 

 ア 競技会場周辺及び市内全域の清掃美化活動の実施 

 イ 各競技会場におけるごみの分別の徹底やリサイクルの推進 

 ウ 自家用車の利用自粛や公共交通機関の利用促進 
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【令和４年８月１９日 準備委員会第３回常任委員会審議】 

 

第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会 

大津市観光・おもてなし基本計画 

 

１ 目的 

  第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会「わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障ス

ポ」において観光・おもてなしについては、「第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポ

ーツ大会大津市開催推進総合計画」に基づき、全国から大津を訪れる人に、「来てよかった」、「また

大津に来たい」と思っていただけるよう、大津の魅力に触れていただくとともに、心のこもったおも

てなしを提供する。また、スポーツと観光を融合させたスポーツツーリズムの促進を図るとともに、

本市の特色をいかしたプロモーションを実施する。 

 

２ 内容 

（１）接遇意識の高揚 

    全国から大津を訪れる人をあたたかい気持ちでお迎えし、心のこもったおもてなしを提供する

ため、関係機関・関係団体等の協力を得て、接遇意識の高揚を推進する。 

     

（２）総合案内所の設置 

   全国から大津を訪れる人の利便性向上を図るとともに、競技会場、主要駅等へ総合案内所を設

置し、競技、宿泊、交通、観光、物産等の情報を広く提供する。 

 

 （３）休憩所等の設置 

    全国から大津を訪れる人の憩いの場、交流の場、おもてなしの場として、競技会場に休憩所や

ふるまいコーナー等を設置する。 

 

 （４）売店の設置 

    全国から大津を訪れる人の利便性向上を図るとともに、本市の特産品等の紹介及び販売を促進

するため、関係機関・関係団体等の協力を得て、競技会場に売店等を設置する。 

 

（５）歓迎装飾の実施 

    全国から大津を訪れる人をあたたかい気持ちでお迎えするとともに、両大会の開催機運や歓迎

ムードを高めるため、競技会場、主要駅等に歓迎装飾を行う。 

 

附則 

 この計画は、令和４年８月１９日に施行する。 
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【令和５年５月２４日 実行委員会第１回常任委員会審議】 

 

 

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ大津市情報通信基本計画 

 

１ 目的 

  「わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ」（以下「国スポ」という。）において、大津市で実施する情報通信業

務については、「第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会大津市競技運営基本

計画」に基づき、わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ実行委員会（以下「県実行委員会」という。）

及び競技団体との緊密な連携のもと、関係機関、関係団体等の協力を得て、情報通信設備及び情報通

信体制の整備を図り、円滑な国スポの運営が行われるよう、万全を期することを目的とする。 

 

２ 内容 

（１）情報通信設備の整備 

   国スポを円滑かつ効率的に運営し、参加する選手・監督、役員、視察員、報道員及びその他関係

者並びに一般観覧者（以下「大会参加者等」という。）の便宜を図るため、関係機関、関係団体等

の協力を得て、各種情報通信設備を整備する。 

 

（２）情報通信体制の整備 

  ア 競技会運営における情報通信体制 

    競技会運営を円滑かつ効率的に実施するため、関係機関、関係団体等の協力を得て、情報通信

体制を整備する。 

  イ 記録業務における情報通信体制 

    競技記録を正確かつ迅速に送受信するとともに、記録業務を円滑かつ効率的に実施するための

情報通信体制を整備する。 

ウ 大会参加者等への情報通信体制 

    大会参加者等へ競技記録等を迅速に提供するための情報通信体制を整備する。 

 

３ その他 

（１）この計画に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

（２）競技別リハーサル大会における情報通信業務実施についても、必要に応じてこの計画を準用する。 

（３）「わたＳＨＩＧＡ輝く障スポ」及びその競技別リハーサル大会における情報通信体制の整備につ

いては、県実行委員会と別途協議の上、必要に応じてこの計画を準用する。 

 

附則 

この計画は、令和５年５月２４日から施行する。 
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【令和４年２月１６日 第２回常任委員会決定】 
 

第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会 
大津市式典基本計画 

 
１ 目的 
  第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会「わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障ス

ポ」において本市で開催する式典については、「第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者ス

ポーツ大会大津市開催推進総合計画」に基づき、選手の負担にならないよう、簡素な装飾や演出に努

めることを基本としつつ、あたたかみのある式典とする。 
 
２ 内容 
 （１）開始式 
    開始式を実施する場合は、選手のコンディションに配慮し、競技運営に支障のないよう簡素化

に努めることとする。 
 

 （２）表彰式 
    表彰式は、競技団体及び関係機関等と協議、協力して実施するものとし、入賞者が、一般観覧

者を含め、競技会に参加した多くの人と喜びを分かち合えるような、競技会終了にふさわしいも

のとする。 
 

 （３）式典音楽 
    式典で使用する音楽は、ＣＤ等の活用を図るなど、できるだけ簡素なものとする。 
 
３ その他 
 （１）この計画に定めるもののほか、大会に関するその他の式典については、第７９回国民スポーツ

大会・第２４回全国障害者スポーツ大会滋賀県開催準備委員会（以下「県準備委員会」という。）

が主体となって実施する。 
 
 （２）第２４回全国障害者スポーツ大会「わたＳＨＩＧＡ輝く障スポ」における式典については、県

準備委員会が主体となって実施する。 
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【令和４年６月３０日 第２回宿泊・衛生専門委員会審議】 

 

第７９回国民スポーツ大会大津市医療救護要項 

 

１ 趣旨 

  この要項は、「第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会大津

市医事・衛生基本計画」に基づき、第７９回国民スポーツ大会「わたＳＨＩＧＡ輝く

国スポ」（以下「国スポ」という。）における医療救護について万全を期するため、必

要な事項を定める。 

 

２ 実施方法 

  第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会大津市準備委員会

（以下「市準備委員会」という。）は、第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障

害者スポーツ大会滋賀県開催準備委員会と相互に連絡調整を図るとともに、関係機

関、関係団体等の協力を得て医療救護を実施する。 

 

３ 救護所の設置 

（１）設置場所 

   救護所は、各競技会場の適切な場所に設置する。 

（２）人員配置 

   救護所には、必要に応じて医師、看護師、保健師、救急隊員等を配置する。 

（３）その他 

   救護所には、必要に応じて医薬品（ドーピング禁止物質を含有しないものに限る。

以下同じ。）、医療器具、ＡＥＤ等を配備する。 

 

４ 医療救護体制 

  医療救護体制については、次のとおり適切な対応を行う。 

（１）救護所における医療救護 

   救護所では、傷病者に対する応急処置を行うほか、必要に応じて医療機関に移送

する。 

（２）練習会場における医療救護 

   練習会場に医薬品等を配備するとともに、必要に応じて係員等を配置する。 

（３）国スポ関連イベント等における医療救護 

   大津市主催及び大津市内で開催される国スポ関連イベント等に関して、必要に応

じて医療救護を実施する。 
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（４）宿舎における医療救護 

   宿舎において、国スポ参加者等に傷病者が発生した場合には、宿舎提供者が必要

に応じて医療機関の紹介又は救急自動車の出動依頼を行うとともに、その旨を速や

かに大津市実施本部に連絡する。 

また、市準備委員会は、本役割について宿舎提供者への周知に努める。 

（５）救急自動車等の配備 

   救急自動車等の配備については、別途、関係機関、関係団体等と協議して定める。 

 

５ 医療費の負担 

  救護所での応急処置に係る費用及び救急自動車等による移送費用を除き、医療費

は全て受診者が負担するものとする。 

 

６ その他 

（１）この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

（２）競技別リハーサル大会における医療救護についても、必要に応じてこの要項を準

用する。 

 

附則 

この要項は、令和４年６月３０日から施行する。 
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【令和４年６月３０日 第２回宿泊・衛生専門委員会審議】 

 

第７９回国民スポーツ大会大津市感染症（防疫）対策要項 

 

１ 趣旨 

  この要項は、「第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会大津

市医事・衛生基本計画」に基づき、第７９回国民スポーツ大会「わたＳＨＩＧＡ輝く

国スポ」（以下「国スポ」という。）における感染症（防疫）対策について万全を期す

るため、必要な事項を定める。 

 

２ 実施方法 

  第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会大津市準備委員会

（以下「市準備委員会」という。）は、第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障

害者スポーツ大会滋賀県開催準備委員会と相互に連絡調整を図るとともに、関係機

関、関係団体等の協力を得て感染症（防疫）対策を実施する。 

 

３ 感染症（防疫）対策 

（１）衛生に対する意識の向上 

   感染症の発生予防のため、市民及び国スポ参加者等の衛生に対する注意喚起を図

り、手洗いをはじめとする感染対策等、予防に向けた取り組みを奨励する。 

（２）感染症に関する情報の収集及び提供 

   国スポ参加者等に感染症が発生した場合は、関係機関、関係団体等が迅速に対応

できるよう必要な連絡体制を整備する。 

また、大津市での流行状況を常に監視し、ホームページ等を活用し国スポ参加者

等への情報提供及び注意喚起を行う。 

（３）感染症患者（疑似症患者、無症状病原体保有者を含む。）に対する措置 

   国スポ参加者等に感染症患者が発生した場合は、感染症患者に対して医療機関に

関する情報を迅速に提供するなど、適切な治療を受けられるよう努める。 

また、感染の拡大防止に向けて保健所等の関係機関、関係団体等の指導・助言を

遵守するとともに、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等に

基づき必要な措置を講じる。 

 

４ その他 

（１）この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

（２）競技別リハーサル大会における感染症（防疫）対策についても、必要に応じてこ
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の要項を準用する。 

附則 

この要項は、令和４年６月３０日から施行する。 
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